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白岡市男女共同参画推進条例の概要  

 

１ 条例制定の理由  

  男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画の推進に関する基本

理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにすると

ともに、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的事項等を定めるため、新たに条例を制定するものである。 

 

２ 条例の概要  

 ⑴ 第３条関係  

   男女共同参画社会実現のため、全ての人が個人としての尊厳を重ん

じられ、互いの家庭及び社会における活動を理解し、性別による差別

や暴力、人権侵害行為を受けることなく、自らの意思で多様な生き方

が選択できる社会を目指すことを、男女共同参画を推進するための基

本理念とする。  

 ⑵ 第８条関係  

   全ての人は、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイ

オレンス等の性別による差別や暴力、人権侵害を行ってはならないこ

とを規定する。  

 ⑶ 第１０条から第１６条関係まで  

   男女共同参画推進のための施策は、啓発活動及び学習の機会の充実、

ワーク・ライフ・バランスへの支援、女性参画及び女性活躍の推進、

男女格差に対する積極的改善措置、市民、事業者及び教育関係者への

支援、男女共同参画の推進に関する行動計画の策定、相談窓口及び苦

情の処理等とする。  

 ⑷ 第１７条関係  

   男女共同参画の推進に関する行動計画の策定や変更、進捗状況の管

理、その他男女共同参画の推進に関する事項について調査及び審議を

するため、しらおか男女共同参画推進会議を設置するものとする。  
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３ 施行期日等  

 ⑴ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 ⑵ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年白岡町条例第５号）の一部を改正し、しらおか男女共同参画

推進会議を加える。  


